
［

記

入

方

法
］

１　⑱には、被保険者との続柄を「妻」「内縁の妻」「長男」「養子」「実父」「妻の実母」「姉」「弟」など詳しく記入してください。
２　⑲には、それぞれ該当する文字を○で囲んでください。また、学生の場合は、(　　)内に学年。その他の場合には、(　　)内に会社員等を記入してください。

３　㉓には、被扶養者が増えたときは「出生」「婚姻」「離職」など、減ったとき
　　は、「就職」「離婚」「死亡」を○で囲んでください。その他の場合は、(　)
　　に養子縁組、収入増、別世帯となった等　具体的に記入してください。
　　死亡の場合は、(　/　)に死亡日を記入してください。
４　それぞれ該当する文字を○で囲んでください。

社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印 受 領 印

㊞

受付日付印

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年

(氏) (名)

令和　 年 月 日
・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

別世帯
円

令和　 年 月 日
・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

別世帯
円

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年

(氏) (名)

・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

別世帯
円

令和　 年 月 日

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年

(氏) (名)

・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯
令和　 年 月 日

(氏) (名)

別世帯
円

◎
被
扶
養
者
認
定
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、

３
枚
目
に

　
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、

よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

◎
１
～

２
枚
目
の
間
に
カ
ー

ボ
ン
用
紙
等
を
入
れ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

増加又は
減少の別 被 扶 養 者 の 氏 名

被扶養者
性　　別 被扶養者の生年月日

被保険者と
被扶養者の
身 分 関 係

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年 月 日

被扶養者の
職　　　業

被扶養者の
月平均の収入額
(年金も含む)

被保険者と
被扶養者の
世　帯　別

扶養しはじめた日又は
扶 養 し な く なっ た日

扶 養 し は じ め た
理 由 又 は 扶 養
しなくなった理由

削除による
健康保険証
の回収区分

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔

名
⑬ 別居の場合は

その被扶養者
の 現 住 所

〒 ―

⑪

この届が受理
さ れ た 後 の
被 扶 養 者 数

名

⑫

この届が受理
さ れ る 前 の
被 扶 養 者 数

この届を出す
際の被保険者
の 現 住 所

〒 ―

円
⑦ 被 保 険 者 の

資 格 を
取 得 し た 日

昭和
平成
令和

年 月

⑥
被保険者の勤務
する事業所所在地

〒 ―

③

㊞

正
副
二
通

異
動
を
生
じ
た
日
か
ら
五
日
以
内

東
京
屋
外
広
告
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
健
康
保
険

組
合

⑤ 被 保 険 者 の
勤 務 す る
事 業 所 名 称

日
⑧ この届を出す

際の被保険者
の 報 酬 月 額

⑩

円
⑨

被保険者の過去１年間
の 報 酬 以 外 の 収 入

提
出
部
数

提
出
期
日

提

出

先

①
被 保 険 者 証
の記号と番号

記
号

令和 年 月 日　提出

番
号

④
昭 ５
平 ７

常務理事 事務長 課 長 係 長 係 員

正 健 康 保 険 被 扶 養 者 （ 異 動 ） 届

年 月 日

性

別

被 保 険 者
の 氏 名 印

被保険者の
生 年 月 日

②
男
・
女



さきに提出された健康保険被扶養者（異動）届にもとづき、上記の方が被扶養者
と 認 定

されましたから通知します。
から削除

(氏) (名)

別世帯
円

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年 添　付

返不能

滅　失

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合　理事長

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)
・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

令和　 年 月 日

男 １
・

女 ２

確認日付印

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

令和　 年 月 日
・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

別世帯
円

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年

(氏) (名)

・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

月 日
・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯

別世帯
円

令和　 年 月 日

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年

(氏) (名)

月 日

(氏) (名)

別世帯
円

・無職
・パート又は
　アルバイト
・学生  (    )
・その他(    )

同世帯
令和　 年

増加 １
・

減少 ２

(フリガナ)

男 １
・

女 ２

昭 ５
・

平 ７
・

令 ９

年 月 日

被扶養者の
職　　　業

被扶養者の
月平均の収入額
(年金も含む)

被保険者と
被扶養者の
世　帯　別

扶養しはじめた日又は
扶 養 し な く なっ た日

扶 養 し は じ め た
理 由 又 は 扶 養
しなくなった理由

削除による
健康保険証
の回収区分

・入社・婚姻
・出生
・離職・死亡(   /   )

・就職・離婚
・その他(          )

添　付

返不能

滅　失

⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔

増加又は
減少の別 被 扶 養 者 の 氏 名

被扶養者
性　　別 被扶養者の生年月日

被保険者と
被扶養者の
身 分 関 係

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

⑫

この届が受理
さ れ る 前 の
被 扶 養 者 数

名
⑬ 別居の場合は

その被扶養者
の 現 住 所

〒 ―

⑪

この届が受理
さ れ た 後 の
被 扶 養 者 数

名

⑩ この届を出す
際の被保険者
の 現 住 所

〒 ―

月 日
⑧⑦ 被 保 険 者 の

資 格 を
取 得 し た 日

昭和
平成
令和

年 円
⑨

被保険者の過去１年間
の 報 酬 以 外 の 収 入

円
この届を出す
際の被保険者
の 報 酬 月 額

⑤ 被 保 険 者 の
勤 務 す る
事 業 所 名 称

⑥
被保険者の勤務
する事業所所在地

〒 ―

①
被 保 険 者 証
の記号と番号

記
号

②
男
・
女

③

番
号

日

性

別

被 保 険 者
の 氏 名 印

被保険者の
生 年 月 日

④
昭 ５
平 ７

年 月

健康保険被扶養者認定又は削除通知書
副

（附記）　１．この通知書は、事業主が、健康保険法施行規則第３４条により、完結の日から２カ年間保存しておかなければなりません。
　　　　　２．この通知書が被保険者の届け出た事項と相違するときは、すみやかに、そのことを被保険者に通知してください。 令和 年 月 日　提出



○ ○

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

△ △ △ △ △

別 居 し て い る 人

仕送りの金額が確認できる書
類(振込明細書や通帳の振込が
確認できる部分の直近３ヶ月
分の写し)※単身赴任の場合は
単身赴任証明書で可

○ ○ ○

障 害 者 障害者手帳の写し △ △ △ △

☆親族・同居等を証明する下記書類が必要な場合があります。

　○世帯全員の住民票（続柄記載）
　○戸籍謄本（内縁関係⇒双方の戸籍謄本）
　○外国人登録証の写し（両面）または外国人登録済証明書

◎当組合の被扶養者認定日の決定については、扶養事実関係の認定が困難なため、
　原則、届出の受理日といたしますが、事実関係が明確な事例（結婚、退職等）の
　場合、明確に証明しうる証明書（戸籍謄本、結婚受理証明書、離職票等）の添付
　がある場合６０日まで遡及認定いたします。６０日を超えている場合は受理日と
　なります。ただし、出生児の認定は出生日を認定日といたします。

　※被保険者と認定対象者の氏が異なっている場合は、続柄の確認出来る書類
　　（続柄記載の住民票謄本又は戸籍謄本）の提出をお願いいたします。

　※夫婦が共同して扶養している場合等、左記以外でも健康保険組合が必要と認め
　　た場合は書類の提出をお願いすることがあります。

　※下記書類については原本を提出してください。（交付日から３ヶ月以内）
　　戸籍謄(抄)本、住民票謄本、課税（非課税）証明書、所得証明書、在学証明書
　　退職証明書、外国人登録済証明書等

　※被扶養者の届出が配偶者（２０歳以上６０歳未満）増加の場合は「国民年金第
　　３号被保険者届」と「第３号被保険者の年金手帳」を添付してください。
　　ただし、事業主が年金手帳により、届書へ記載された基礎年金番号等の確認を
　　行った場合は、添付を省略できます。

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

年 金 受 給 者
直近の年金額改定通知書ま
たは年金振込通知書の写し

○ ○ ○

個 人 事 業 を 廃 業 し た 人
個人事業の廃業届出書の
写し

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

△ △ △ △ △

○ ○ ○ ○

他 の 健 康 保 険 の 資 格
を 喪 失 し た 人

資格喪失証明書（原本） △ △ △ △

雇用保険受給終了者
終了印のある雇用保険受給
資格者証の写し

○ ○ ○ ○ ○

義務教育終了後で学生以外の無職無
収入の人(高校・大学の夜間部、通
信 過 程 在 学 中 の 人 も 対 象 )

課税(非課税)証明書または
無職無収入証明書または所
得証明書

△ ○ ○ ○ ○

そ

の

他

必

要

な

書

類

（

該

当

者

の

み

）

退

職

し

た

人

雇 用 保 険 未 加 入 者
退職証明書または
離職票の写し

△

個 人 事 業 ・ 不 動 産 所 得
の あ る 人

経費明細を含む確定申告書
の写し

○ ○ ○

現 在 働 い て い る 人
直近３ヶ月の給与明細書、
源泉徴収票の写し

○ ○ ○

○ ○

○ ○

雇 用 保 険 受 給 者
( 待 機 期 間 中 )

雇用保険受給資格証の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○：該当する人は提出　△：健保組合が必要と認めた場合提出

義務教育終了後の学生全員
在学証明書（原本）または学生
証写し（有効期限記載のもの） ○ ○ ○ ○ ○

○

全員（入社加入時の場合は除く。
但し、同居が条件の人は対象） 被扶養者認定資料 ○ ○ ○ ○

祖

父

母

兄

・

姉

必

ず

提

出

す

る

書

類

認 定 対 象 者 の 状 況 等 提 出 添 付 書 類
配

偶

者

義

父

母

伯

母

・

叔

母

伯

父

・

叔

父

全 員 被扶養者（異動）届 ○ ○ ○ ○ ○

父

母

子

孫

・

弟

妹

甥

・

姪

○ ○

○ ○ ○

被扶養者認定に必要な書類

 同居していなくても
 よい人

同居が条件
の人

○


